
― 37 ―Vol. 21　No. 246 知財ぷりずむ　2023年３月

１　はじめに

種苗法（以下単に「法」という。）において、「品種」とは、重要な形質に係る特性（以下単に
「特性」という。）の全部又は一部によって他の植物体の集合と区別することができ、かつ、その
特性の全部を保持しつつ繁殖させることができる一の植物体の集合をいう（法２条２項）。また、
品種登録を受けるためには、公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確に区別さ
れる必要がある（法３条１項１号。いわゆる「区別性」の要件）。さらに、品種登録によって生
じる育成者権の効力について、法20条１項は、「育成者権者は、品種登録を受けている品種（以
下「登録品種」という。）及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利
用する権利を専有する。…」と定めていることから、育成者権の効力は、「登録品種…及び当該
登録品種と特性により明確に区別されない品種」に及ぶこととなる。
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